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海上保安庁とロシア連邦保安庁国境警備局との連携・協力関係の強化について

本年８月１６日に北海道根室市納沙布岬沖合において発生した漁船第三十一吉進丸

の被銃撃・被拿捕事案を受け、海上保安庁では、同種事案の再発防止を図るため、ロ

シア連邦保安庁国境警備局との間で協議を重ねていたところ、この度、東京において

開催された両機関の長官による会談などを経て、具体的な連携・協力関係の強化につ

いて合意したのでお知らせします。

１ 合意内容

海上保安庁長官とロシア連邦保安庁国境警備局長官は、両当局間の情報交換等を

強化し、操業秩序の維持に努めることで一致した。また、このような協力の強化が

２００６年８月１６日に発生した「第三十一吉進丸」と同種の事案の再発防止にも

寄与するとの考えで一致した。

２ 会議の経過

・平成１８年１０月２４日 日ロ両機関長官バイ会談（中国・海南島）

・ 同 １１月２８日～３０日 日ロ両機関専門家会合（東京）

・ 同 １２月 １日 日ロ両機関長官バイ会談（東京）


